
眼底検査の流れ 

 

（あくまで一例ですので、特定健診実施医療機関から紹介があった場合は、請求・支払い・

結果報告などの方法を医療機関同士でご確認ください。） 

 

特定健診実施医療機関 

（眼底検査ができない医療機関） 

眼科医療機関 

特定健診実施医療機関 

（眼底検査ができない医療機関） 

紹介 

結果判明後、結果を知らせる。 

 

眼底検査費用（令和 5年度 1,230 円）を請求 

眼科医療機関 

支払い 

（特定健診実施医療機関から眼科医療機関へ直接、

窓口などに費用を持ってこられる場合が多いとの

ことです。） 


